今年９月末に指定有効期間満了日を迎える事業者等のみなさんへ
 (H24.06.15 版)
　
障害者自立支援法に基づく「指定障害福祉サービス事業者」及び「指定障害者支援施設」、また、川崎市の地域生活支援事業各要綱に基づく指定事業者については、同法第41 条に基づき６年ごとに指定の更新を受けなければならないこととされています。
指定開始時（平成18 年10 月１日）に指定を受けた事業者等のみなさんは、今年９月末に指定有効期間満了日を迎えます。引き続き指定を受けるためには、指定更新手続きが必要です。
川崎市では、市内に所在する指定障害福祉サービス事業所等を対象に、次のとおり指定更新申請を受け付けることといたしましたので、お知らせいたします。
皆様方のご協力をお願いいたします。
１　指定更新申請書の受付期間
7月1日（日）～7月31日（火）
２　申請書の受付方法
原則郵送で受け付けます。
※封筒に「指定更新申請書在中」と朱書き
３　提出していただく書類等
（1） 指定更新申請に必要な書類等の一覧と様式
ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリに保存しています。
「書式ライブラリ」 →「３．川崎市からのお知らせ」→「事業者指定申請書様式等」
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=32&topid=3

指定更新申請に必要な書類等の一覧と様式のファイルは、
1 指定更新申請に係る必要書類一覧等、
2 指定更新申請書様式１：申請書・付表関係（記載例付）
3 指定更新申請書様式２：添付書類関係（記載例付）
4 地域生活指定更新申請書
の４つに分かれていますので、それぞれダウンロードして使用してください。
※ 提出いただく書類は、新規指定申請時に提出していただいたものとほぼ同様です。
　
（２）申請書類は、印刷したものを提出してください。
　　必要な書類はサービス事業ごとに異なります。
必要書類一覧で確認し、「障害福祉サービス事業所更新申請書類確認シート」に書類の有無を記載の上、提出してください。
　　　
· 後日、電話等で問い合わせをさせていただく場合がありますので、必ず写しを取っておいてください。
· 問い合わせ担当者、電話番号を「障害福祉サービス事業所更新申請書類確認シート」に必ず記載してください。
（３） 法人代表、管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者、相談支援専門員等が既に変更になっているにもかかわらず、まだ変更届を提出していない場合には、併せて変更届を提出してください。
４　指定書の送付
新しい指定有効期間を記載した指定書は、９月下旬に送付します。
５　問い合わせについて
　　問い合わせは原則ＦＡＸでお願いします。
　　お問い合わせいただいた質問等は、原則3日以内に「障害福祉情報サービスかながわ」にて回答いたします。
　　ファックス番号　０４４－２００－３９３２
６　指定更新申請書提出先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
〒２１０－８５７７
川崎市川崎区宮本町1番地
自立支援係
（居宅介護事業所、移動支援、相談支援事業所、グループホーム・ケアホーム）　
０４４－２００－２６７５
施設支援担当（日中活動系サービス、短期入所、施設入所支援）
０４４－２００－２６７５
ＦＡＸ質問票

発信者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
質問事項
	


川崎市からのお知らせ





宛先　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課


　　　　　自立支援係 ・ 施設支援担当（該当する担当を〇で囲んでください）





ＦＡＸ　０４４（２００）３９３２








